
早わかり！
新しい果樹対策

（果樹経営支援・需給安定対策）
Ver.５

果樹産地の構造改革を早急に進め、担い手の経営安定、
競争力のある果樹産地の構築を図ることにより、高品質な
国産果実の安定的な供給を目指します。

このパンフレットは平成２０年１０月１日現在のものであり、随時更新します。
最新の内容については、農林水産省ホームページ／果物（くだもの）のページ

 

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/index.html）をご確認下さい。
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果樹産地の現状と今後の対応方向

○ 果樹産地においては、園地整備が遅れ、高齢化も進展するなど、
生産基盤が弱くなっており、このままでは、将来、農家数や栽培面
積などが大幅に減少することが懸念されるなど危機的な状況にあり
ます。

○ このため、産地自らが、５年、１０年先を見据えて策定した果樹産
地構造改革計画（産地計画）に基づき、計画的・戦略的な取組を進
め、産地の構造改革を早急に図る必要があります。

果樹産地の現状

園地整備の遅れ

農地流動化の遅れ 労働力の不足

農家数の減少

栽培面積の減少

生産量の減少・ 将来も継続して果樹農業を担って
もらう担い手が不明確

・ 生産・経営基盤が弱い

このままでは、ますます果樹産地が衰退…

・農業者
・ＪＡ
・市町村
・普及指導センター
・農業委員会
・農業共済組合 等

産地協議会

目指すべき産地の実現に向けた前向きな取組

競争力の強い産地の実現
果樹産地の構造改革

新しい
果樹対策

により支援

『目指すべき産地の姿』を産地が自ら考え、『産地計画』として策定

今後の対応方向
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新しい対策の考え方は？

○ これまで、需給調整対策に取り組んでもなお価格が低下した場合に
価格補てんを行ってきましたが、果樹農業が危機的な状況となってい
ることから、平成19年度より果樹産地の構造改革を進めていくための
対策に転換することにしました。

○ これらにより、将来にわたる担い手の経営安定と所得の確保等を通
じ、高品質な国産果実の安定的な供給の実現を目指します。

前対策と新しい果樹対策

☆ 担い手の経営改善を支援
・ 優良品目・品種への転換
・ 園地整備、担い手への園地の集積

☆ 需給調整の適切な実施
・ 構造的な供給過剰の改善
・ 一時的な出荷の集中への対応

今後、果樹産地に必要なこと

＜前対策 ： 平成１３年度～平成１８年度＞

対象：うんしゅうみかん、りんご
・ 需給調整対策を実施しても
なお価格が低下した場合に
価格補てんを実施

果樹経営安定対策事業

対象：うんしゅうみかん等
・ 産地計画に基づく、優良品
目への改植等に対して支援

かんきつ園地転換特別対策事業

対象：うんしゅうみかん、りんご
・ 生産者団体主導による計画

的な生産出荷を推進

果樹計画生産出荷促進事業

＜新しい果樹対策 ： 平成１９年度～平成２２年度＞

対象：産地計画の振興品目・品種すべて
・ 産地計画に基づく、担い手や産地が行
う前向きな取組（優良品目・品種への
転換、園地整備、労働力調整システム
の構築等）に対して支援

果樹経営支援対策事業

生産基盤の改善 生産構造の改革

＜果実計画生産推進事業＞
対象：うんしゅうみかん、りんご
・ 生産者団体主導による計画的な生
産出荷を推進

＜緊急需給調整特別対策事業＞
対象：うんしゅうみかん、りんご
・ 一時的な出荷集中がある場合に生
食用果実を加工用原料に仕向ける
措置を支援

果実需給安定対策事業

需給調整の強化

※かんきつ園地転換特別対策事業に
ついては、平成１７年度より実施。

国産果実の安定的な供給の実現

果樹産地の構造改革
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果樹経営支援対策事業を活用しましょう！
担い手の経営改善を進めるため

果樹経営支援対策事業とは？

優良品目・品種への転換、園地整備、労働力の確保など前向きな
取組を行う担い手や産地を支援する事業です。

事業の内容

整備事業（生産基盤の改善）
産地の担い
手等が対象

◆優良品目・品種への改植・高接、条件不利園地の廃園◆

優良晩かん類

産地計画に
位置づけられた
振興品目・品種

注１)産地計画で今後振興すべき果樹として明記されている品目・品種が対象です(転換元と同じ品種
への転換は原則として対象となりません)。

注２)「みかん等」とは、うんしゅうみかん、なつみかん、はっさく、いよかん、ネーブルオレンジ
などのことです。

注３)廃園（植林等）を実施する場合、担い手への園地集積が要件です。

◆小規模園地整備(園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良）、
用水・かん水施設の設置等◆

【園内道整備、傾斜の緩和、土壌土層改良、用水・かん水施設の設置 等】

・ すべての果樹 補助率：1/2以内

園内道
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◆大苗育苗ほの設置◆

◆担い手支援（園地流動化）
情報システムの構築◆

・品質の向上(ブランド化)、担い手への

園地集積のための園地情報システム
の構築等への支援

・大苗育苗ほ借上等
への支援

◆新技術等の導入支援◆

・高品質化新技術の導入、定着のため
の実証、技術研修会等への支援

◆販路開拓の推進強化◆

・新たな販路の開拓への支援

推進事業（生産構造の改革）
すべて補助率：1/2以内

生産者団体
等が対象

・シルバー人材センター、ハローワーク

との連携、無料職業紹介所設置等へ
の支援

◆労働力調整システムの構築◆

☆整備事業を実施するための主な要件は？

「みかん」、「りんご」に関する事業を行う場合は、生産出荷目標の配分を
受けていること。

一箇所当たりの面積は、地続きでおおむね次の面積以上であること。

○需給調整参加要件

○実施面積要件

※改植、高接、廃園、土壌土層改良 → ２ａ
※園内道整備、傾斜の緩和、用水・かん水施設の設置 → １０ａ

☆推進事業を実施するための主な要件は？

対象品目の果樹収穫共済の加入率が県の平均以上又は加入率向上に
関する目標が設定されており、当該目標の達成が確実（推進体制が整備
されているかどうかで判断）と認められること。

「みかん」、「りんご」に関する事業を行う場合は、生産出荷目標の配分を
受けていること。

○需給調整参加要件

○果樹共済加入要件

注) 要件の詳細は、（財)中央果実生産出荷安定基金協会の業務方法書等で規定されています。

「担い手」とは、
産地計画の中で、将来的にも継続して産地の中心となり、果樹農業を担ってもらう方を「担い手」に

位置づけています。

＜担い手の例＞
・認定農業者
・農業所得が主で、主に農業に従事している６０代までのものが存在する農家
・新規参入者
・農業生産法人へ発展していくことが見込まれる生産者組織
※ その他にも、後継者が確保されており、経営継続が確実な農家等が想定。
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平成２０年度からの運用見直しについて
（果樹経営支援対策）

見直しのポイント

平成２０年４月の計画申請から
これまで

これまで

同一品種の改植は原則とし
て認めない。

事業の対象となる果樹園は、
当該地域における栽培方法
として十分な植栽密度があ
り、５年間以上栽培管理され
た果樹園であること。

防霜、防風設備の整備は対
象としない。

移動改植をする場合、
廃園をする者と植栽をす
る者が同一の者でなけ
ればならない。

産地内において、廃園の事業を実施
する者と異なる担い手が、当該廃園
面積の範囲内で他の農地へ行う優
良な品目又は品種の果樹の植栽が
可能。（特認事業）

平成２０年９月の計画申請から

生産性向上が期待される技術注）

を導入する場合であって、改植が
必要な場合は同一品種であって
も改植が可能。
注）都道府県の認定が必要

○ 改植先の品種について・・・
生産性向上のために必要な技術を導入する場合であって、改植が必要な

場合は、同一品種の改植が可能になりました。
○ 事業対象果樹園について・・・

管理不良となっている放任園についても、産地協議会が必要と判断すれば
改植等の事業の実施が可能になりました。

○ 特認事業として・・・
同一人以外の移動改植が可能になりました。
防霜ファン、防風ネット等の整備が可能になりました。

産地協議会が必要と認める果樹
園においては事業の実施が可能。

産地協議会が必要と認める防霜、
防風設備の整備が可能。
（特認事業）
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需給調整による価格の安定

○ 果樹産地の担い手が優良品目・品種への転換等の取組を積極的
に進めていくためには、果実の価格が安定していることが重要です。

○ このため、特に生産量や価格の変動の大きいうんしゅうみかんとり
んごについて、需給調整による価格の安定を図ります。

○ 生産者団体が主体となって行う、計画的な生産出荷の推進や一時
的な出荷集中時における生食用果実の加工原料仕向けを支援します。

果実需給安定対策事業

☆支援を受けられるのは？
ＪＡ、出荷組織、都道府県農業協同組合連合会 等

☆何ができるの？ 補助率は？

◆計画的生産出荷の促進◆ （うんしゅうみかん、りんご）
・ 摘果の推進指導など計画的生産出荷に対する指導及び大幅な生産出荷
調整が必要な場合の取組を支援

果実計画生産推進事業 補助率：1/2以内

◆一時的な出荷集中時に緊急的に生果を加工原料用に
仕向ける措置を支援◆ （うんしゅうみかん、りんご）

・ 生食用果実を緊急的に加工原料用に仕向けた場合の掛かり増し経費
（選果経費、一時保管経費、加工工場への運賃）の一部を支援

緊急需給調整特別対策事業 補給金単価：34円/kg（国費1/2）

＜緊急需給調整のイメージ＞

加工仕向
（通常原料）

生食用

加工仕向
（通常原料）

生食用

市場隔離

●月●日 ●月●日

通常原料

当初の用途別仕向計画 実際の仕向実績

●月●日 ●月●日

注）支援を受けるためには適正生産出荷目標の配分を受けていることが必要です。

６

通常原料

市場加工工場

Ａ農家 Ｂ農家
…

Ｚ農家

加工原料
用果実

低品位果実

生食用果実(選果基準クリア)

選果場

市場隔離



果樹共済への加入促進

○ 新しい果樹対策が計画的に実施されれば、残された課題は気象
災害による収穫量の減少や品質の低下です。

○ このため、気象災害による減収を補てんする果樹共済への加入を
一層促進していくことが必要です。

○ 果樹共済に加入しやすくするため、加入要件の緩和や被害実態に
応じた掛金率の設定等の運用改善を行っています。

加入要件の緩和

◆緩和前◆

災害収入共済方式と全相殺
方式の加入資格者要件

実態としてＪＡの出荷資料による
確認が可能な人に限定

◆緩和後◆

所得税の青色申告関係書類によ
る確認でも可能に

個人出荷の場合、選果場単位な
ど組織単位の加入は不可

農業者の間で共済金の配分方法
などの規約を定めて出荷者を組織
化すれば組織加入も可能に

被害実態に応じた掛金率の設定

◆運用改善前◆

◆運用改善後◆

掛金率を「組合内で一律」又は
「集落内で一律」に設定

「集落内をさらに組合員ごとに設
定」する方法を導入

☆「災害収入共済方式」とは？
個人ごとの出荷・販売実績に基づいて基準生産金額を定め、その

８割が最高補償額となります。気象災害等の共済事故により減収又
は品質の低下が発生した場合で、かつ、生産金額が基準生産金額
の８割に達しない場合に共済金を支払う方式です。

☆「全相殺方式」とは？
農家単位で共済事故によりあらかじめ出荷実績に基づいて定めら

れた基準収穫量の２割を超える減収（もしくは減収及び品質の低下）
があった場合に共済金を支払う方式です。

７
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産地自らが考えた産地計画にそって、構造改革を進め、

◇ 競争力の強い産地を目指そう ！
◇ 産地の担い手を育成しよう ！
◇ 国産果実の安定的な供給を図ろう ！

☆このパンフレットに関するお問い合わせはこちらまで

農林水産省 生産局 生産流通振興課（新しい果樹対策全般）
経営局 保険課（果樹共済関係）

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代表）

東北農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代表）

関東農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代表）

北陸農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代表）

東海農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代表）

近畿農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代表）

中国四国農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代表）

九州農政局 生産経営流通部 園芸特産課
ＴＥＬ：０９６－３５３－３５６１（代表）

沖縄総合事務局 農林水産部 農畜産振興課
ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（代表）
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